
ケース10：会社から突然解雇された20代男性

　相談者は、新卒で入った会社から突然解雇を告げられ、理由を聞いたが納得のいく
回答を得られなかった。在庫の管理をしていたが、「営業や事務が向いているよ。辞
めさせるのは親心だ。」などと言われた。
　相談員が会社の事情を聴いてみたところ、若い人がおらず、年配の人間ばかりであ
り、最近、大口の取引がなくなって経営状況が深刻であるという。「それが理由で
しょう」と相談員が告げると相談者もそう思うと話した。問題は、休職しても不採用
ばかりで、食欲がなく、酒量も増え、時々、死んでしまおうかと考えることであると
いう。相談者に元気がなく、問題点が見えたので、心療内科の受診を勧めた。

ケース12：仕事がうまくいかない20代女性

　相談者は、求職中だが、なかなか職がみつからず、いらいらしている。ショッピン
グセンターで２年間働いていたが、上司やパートの人たちとうまくいかず、退職する
ことになった。無視されたり、ことばの暴力があったりしたと話す。相談者がこの様
な職場の事情を祖母に話すので、祖母が職場に乗り込んで店長に怒鳴ってしまったと
いう。それから職場で口をきいてもらえなくなった。祖母は自分が正しく、意見を通
さずにはいられない性格だという。
　相談員が「祖母には職場のことは伝えず、『もう20歳をこえているのだから、自分
ですべてやります』と宣言してみては」と助言して精神的な自立を促したところ、相
談者にも思うところがあり、納得した。

ケース11：上司のパワハラによって休職、仕事を取り上げられた40代女性

　相談者は、20年近く働いてきた会社で転勤し、事務のトップになったが、支店長か
ら罵倒を浴びせられ、やむなく休職することになった。その後、復職してみると、指
導する立場を他の社員に奪われ、ろくに仕事を与えられない状況になった。相談者の
指導が厳しいので、最近の若い女性社員から煙たがられているとのこと。まじめで仕
事を手を抜かずにやることが裏目に出ていた。
　しかし、相談者の着実な仕事ぶりを評価する別の支店長がおり、相談者に来てほし
いという希望をもっているという。相談員が、その支店長に事情を話して転勤させて
もらうように相談してみてはどうかと提案したところ、相談者は意思を固めて支店長
に相談した。相談者は、支店長から「大船に乗った気持ちで来てほしい。」という返
事をもらうことができ、別の支店へ転勤することができた。
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付表１　産業別・企業規模別・労使別労働相談件数
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付表２　産業別労働相談項目数
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損害賠償･慰謝料
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雇用関連

企業再編
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そ の 他 の 問 題

教育・訓練

その他

人 間 関 係

職場の嫌がらせ

健保・年金

女性
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配転・出向
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‐68‐

付表３　企業規模別労働相談項目数
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付表３　企業規模別労働相談項目数
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付表4　事務所別・労使別労働相談件数・労働相談項目数及びあっせん件数
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所　　名

雇用就業部

セ ン タ ー
（飯田橋）

大崎事務所

池袋事務所

亀戸事務所

国分寺事務所

八王子事務所

使用者
あっせん
件    数

労働相談
項目数

労働者
労働相談
件    数

その他
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　　います。

を対象にした労働セミナーを定期的に開催しています。

　★土曜日は、飯田橋で、９時～17時に実施しています。
　　（祝日及び12月28日～１月４日を除きます）

　★来所相談は、予約制になります。

　また、相談内容に適した資料の無料提供、貸し出しのほか、地域ごとに労使・都民

八王子市、府中市、調布
市、町田市、日野市、狛江
市、多摩市、稲城市

水曜日

　★担当地域に応じて、各事務所が、月～金曜日の９時～17時まで実施しています。
　　（祝日及び12月29日～１月３日を除きます）

　★平日の20時まで、飯田橋、大崎、池袋、亀戸、国分寺及び八王子が担当曜日に実施して

八王子
〒192-0046
八王子市明神町3-5-1

台東区、墨田区、江東区、
足立区、葛飾区、江戸川区

火曜日

〒141-0032
品川区大崎1-11-1
ｹﾞｰﾄｼﾃｨ大崎ｳｴｽﾄﾀﾜｰ2F

月曜日

亀　戸
〒136-0071
江東区亀戸2-19-1
カメリアプラザ7F

国分寺
〒185-0021
国分寺市南町3-22-10

立川市、武蔵野市、三鷹
市、青梅市、昭島市、小金
井市、小平市、東村山市、
国分寺市、国立市、福生
市、東大和市、清瀬市、東
久留米市、武蔵村山市、羽
村市、あきる野市、西東京
市、西多摩郡

電話番号
担　当　区　域

（ 会 社 所 在 地 ）

港区、品川区、目黒区、大
田区、世田谷区

所　在　地

　　　　　　　　　　　　　　　　＜祝日及び１２月２９日～１月３日を除く（土曜日相談は、祝日及び12月28日～１月４日を除く）＞

火曜日

池　袋
〒170-0013
豊島区東池袋4-23-9

文京区、豊島区、北区、荒
川区、板橋区、練馬区

木曜日

大　崎

【来所相談（予約制）】
平日20時
までの

担当曜日

センター
(飯田橋)

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター9F

千代田区、中央区、新宿
区、渋谷区、中野区、杉並
区、島しょ

月曜日及
び金曜日

窓口

              月～金曜日の午前９時～午後８時、土曜日の午前９時～午後５時

労働相談情報センターのご案内

　東京都労働相談情報センターでは、都内６か所に窓口を置き、賃金・労働時間等の

労働条件や労使関係などの労働問題全般にわたり相談に応じています。

【電話相談】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　東京都ろうどう１１０番　０５７０－００－６１１０
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